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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
波長λが450ｎｍ以下の光束を出射する光源手段と、前記光源手段から出射された光束を
偏向手段に導光する第１の光学系と、前記偏向手段により偏向された光束を被走査面上に
結像させる第２の光学系と、を具備する光走査装置において、
　前記第２の光学系は、１枚以上のプラスチック製の屈折面を有する屈折光学素子と、前
記屈折光学素子と同符号の１枚以上の屈折面と回折面を有する回折光学素子を有し、
　前記第２の光学系の副走査断面内の合成のパワーをφ、前記第２の光学系の副走査断面
内の結像倍率をβ、
　前記第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の屈折光学素子の副走
査断面内のパワー又は回折光学素子の屈折面の合成の副走査断面内のパワーをφri、前記
第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の屈折光学素子又は回折光学
素子の材料の屈折率をni、前記第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番
目の屈折光学素子又は回折光学素子の波長変化に対する屈折率変化率をdni／dλ、前記第
２の光学系を構成する回折光学素子の回折面の副走査断面内の合成のパワーをφdo、前記
第２の光学系の副走査方向の射出側のＦナンバーをFnoとするとき
【数１】
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－１．５＜β＜－０．５・・・（４）
なる条件を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
前記第１の光学系は、１枚以上のガラス製のコリメータレンズを有し、前記コリメータレ
ンズの材料のアッベ数をνとするとき、
２５＜ν＜５５
なる条件を満足することを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
前記光源手段は、温度変化に伴う発振波長の変動である波長温度特性をｄλ/ｄｔとする
とき、
0.03（nm/℃）＜ｄλ/ｄｔ＜0.10（nm/℃）
なる条件を満足することを特徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
前記光源手段は、複数の発光点を有するマルチビーム光源であることを特徴とする請求項
１乃至３の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項５】
前記第２の光学系は、前記偏向手段の偏向面の面倒れによる被走査面上でのピッチムラを
抑制する面倒れ補正系を成しており、前記偏向手段と被走査面との間に前記面倒れ補正系
の共役関係のずれを補正する共役関係補正手段が設けられていることを特徴とする請求項
１乃至４の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項６】
前記共役関係補正手段は、前記第２の光学系から前記被走査面までの間の光路中に配設さ
れた折り返しミラーと、前記折り返しミラーを駆動させる駆動機構を有し、前記折り返し
ミラーを駆動させることにより、前記偏向手段から前記被走査面に至る光路長を変化させ
て共役関係を調整することを特徴とする請求項５に記載の光走査装置。
【請求項７】
請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と
、前記光走査装置で走査された光ビームによって前記感光体の上に形成された静電潜像を
トナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段と
、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項８】
請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータ
を画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有してい
ることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光走査装置及びそれを用いた画像形成装置に関し、特に光源手段から出射した
光束を光偏向器としてのポリゴンミラーにより偏向させた後、ｆθ特性を有する結像光学
系を介して被走査面上を光走査して画像情報を記録するようにした、例えば電子写真プロ
セスを有するレーザービームプリンタやデジタル複写機、マルチファンクションプリンタ
（多機能プリンタ）等の画像形成装置に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりレーザービームプリンター（ＬＢＰ）等の光走査装置においては画像信号に応
じて光源手段から光変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡（ポリゴンミラー）より
成る光偏向器により周期的に偏向させ、ｆθ特性を有する結像光学系によって感光性の記
録媒体（感光ドラム）面上にスポット状に集束させ、その面上を光走査して画像記録を行
っている。
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【０００３】
　図８は従来の光走査装置の要部概略図である。
【０００４】
　同図において光源手段８１から出射した発散光束はコリメータレンズ８２により平行光
束に変換され、絞り８３によって該光束を制限して副走査方向にのみ所定の屈折力を有す
るシリンドリカルレンズ８４に入射している。シリンドリカルレンズ８４に入射した平行
光束のうち主走査断面内においてはそのままの状態で射出する。また副走査断面内におい
ては集束してポリゴンミラーから成る偏向手段８５の偏向面（反射面）８５aに線像とし
て結像している。
【０００５】
　そして偏向手段８５の偏向面８５aで偏向された光束をｆθ特性を有する結像光学系８
６を介して被走査面としての感光ドラム面８７上に導光し、偏向手段８５を矢印Ａ方向に
回転させることによって該感光ドラム面８７上を矢印Ｂ方向に光走査して画像情報の記録
を行っている。
【０００６】
　このような光走査装置において、該光走査装置の温度変動に伴う倍率変化及びピント変
化を走査光学素子の屈折部と回折部とのパワー変化と半導体レーザーの波長変動により補
正する方法が提案されている(特許文献１参照)。
【０００７】
　特許文献１に開示されているこの方法は特に走査光学素子がプラスチックレンズより構
成されたものにおいて有効に作用する。
【０００８】
　また、従来より光源として使用される半導体レーザーは赤外レーザー（波長λ＝７８０
nm）または赤色レーザー（波長λ＝６７５nm）であったが、高解像度化の要求から発振波
長が５００nm以下の短波長レーザー（短波長光源）を用い、微小スポット形状が得られる
光走査装置の開発が進められている。
【０００９】
　短波長レーザーを用いる利点は、結像光学系の射出側のＦナンバーを従来並に保ったま
ま、従来の赤外レーザーを使用した光走査装置に比べて、約半分の微小なスポット径を達
成できる点である。この短波長レーザーを使用した光走査装置が提案されている(特許文
献２参照)。
【００１０】
　また波長変動による主走査方向の結像位置又は／及び環境変動に伴う副走査方向のピン
トずれを抑えた光走査装置が提案されている(特許文献３参照)。
【特許文献１】特開平１０－６８９０３号公報
【特許文献２】特開平１１－２８１９１１号公報
【特許文献３】特開２００２－３０３８１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　この様な光走査装置において、高精度な画像情報の記録を行うためには、被走査面全域
に渡って像面湾曲が良好に補正されていること、画角θと像高Ｙとの間に等速性をともな
う歪曲特性（ｆθ特性）を有していること、像面（被走査面）上でのスポット径が各像高
において均一であること等が必要である。
【００１２】
　波長５００nm以下の短波長レーザーを用い従来のスポット径を約半分にした光走査装置
においては、以下に述べる課題がある。
【００１３】
　図９は光源手段９１に窒化ガリウム系青紫色レーザー（波長λ＝４０５nm）を使用した
光走査装置の主走査方向の要部断面図（主走査断面図）である。同図に示した２枚の走査
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レンズ９６、９７はそれぞれプラスチック材料からなる非球面レンズで構成されている。
【００１４】
　従来の赤外レーザー（波長λ＝７８０nm）を用いて、主走査方向のスポット径を６０μ
ｍ、副走査方向のスポット径を７０μｍとした光走査装置の焦点深度は、スライスレベル
を主走査方向で７５μｍ、副走査方向で８５μｍと設定すると図１０、図１１に示すよう
なグラフになる。
【００１５】
　図１０、図１１に示すように主走査方向の全像高において７５μｍ以下のスポットを達
成する像面上のディフォーカス方向の距離は約±２．５mmになっている。同様に副走査方
向の全像高において８５μｍ以下のスポットを達成する像面上のディフォーカス方向の距
離は約±４．２mmになっている。
【００１６】
　しかしながら、波長４０５nmの短波長レーザーを用いて、主走査方向のスポット径を３
０μｍ、副走査方向のスポット径を３７．５μｍとした光走査装置においては、スライス
レベルをそれぞれ主走査方向に３７．５μｍ、副走査方向に４２．５μｍとすると、図１
２、図１３に示すように焦点深度（像面深度）は主走査方向に約±１．３mm、副走査方向
に約±２．２mmとなる。これは焦点深度が波長に比例するためである。
【００１７】
　一方、走査レンズは低コストで且つ形状の自由度が高いプラスチック材より成るプラス
チックレンズが多用されている。プラスチックレンズはガラスレンズと比較するとその材
質の屈折率の温度変化率が高く、ポリゴンモーターや回路基板等からの発熱により屈折率
が低下し、それに伴いピント位置が被走査面上でシフトする。
【００１８】
　図８に示した従来の光走査装置においては、例えば２５℃の環境温度変化に対して、走
査レンズのピントシフト(ピント変動)だけでも画像中央で主走査方向に０．９mm、副走査
方向に１．３mm発生していた。図１４は２５℃昇温した場合の走査レンズで発生するピン
トシフトを各像高でプロットしたグラフである。
【００１９】
　以上のように、短波長レーザーを使用した光走査装置は、製造誤差によるピントシフト
まで考慮すると、昇温した環境下では焦点深度を超えるピントシフトが発生してしまい、
スポットを絞った効果が全く無くなってしまう。よって、短波長レーザーを使用した光走
査装置は、従来以上に部品精度や組立て精度を向上させると共に、環境安定性に優れてい
なければならない。
【００２０】
　特許文献２は上記課題に対して何ら言及されておらず、ここに開示されている光走査装
置は、常に一定温度に保たれた特殊な環境下のみで成立するものであり、実現性に乏しか
った。
【００２１】
　特許文献１に開示されている光走査装置は、上記課題を解決するために回折部（回折光
学素子）を設けている。回折光学素子は屈折レンズと比較すると色収差が大きく発生する
ので、温度補償以外にも色収差まで含めた光学設計をする必要がある。また光束を略平行
光束に変換するコリメータレンズについても、短波長化するに従いレンズの材質の分散特
性が悪化し、色収差が問題となってくる。
【００２２】
　特許文献１、２は、これらの課題に対して何ら開示はなかった。
【００２３】
　上述したように回折光学素子を用いることによって温度補償をすることが可能であるが
、一般に窒化ガリウム系青紫色レーザー（波長λ＝４０５nm）は波長温度特性（温度変化
に伴う発振波長の変動）が従来使用されてきた赤外半導体レーザー（波長λ＝６７５nm）
に対して格段によく、昇温時の波長変動が小さいため、従来に比べ温度補償に要する回折
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光学素子のパワーを大きくしなければならない。
【００２４】
　そのために、従来に比べ光束の波長が設計値に対してばらつくことで非常に大きな色収
差が発生してしまうという問題点がある。特に副走査断面内においてはこの色収差により
面倒れ補正系の結像関係が崩れ、ピッチムラが大きくなり画質を大幅に劣化させてしまう
という問題点があった。特許文献３はこれらの課題に対して何ら開示はなかった。
【００２５】
　本発明は環境温度変化が生じても常に微小なスポット径を達成し、またレーザー光源の
波長のバラツキや環境温度変化によるレーザー光源の波長変動などで発生する色収差を低
減し、かつピッチムラの少ない高性能な光走査装置及びそれを用いた画像形成装置の提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　請求項１の発明の光走査装置は、波長λが450ｎｍ以下の光束を出射する光源手段と、
前記光源手段から出射された光束を偏向手段に導光する第１の光学系と、前記偏向手段に
より偏向された光束を被走査面上に結像させる第２の光学系と、を具備する光走査装置に
おいて、
　前記第２の光学系は、１枚以上のプラスチック製の屈折面を有する屈折光学素子と、前
記屈折光学素子と同符号の１枚以上の屈折面と回折面を有する回折光学素子を有し、
　前記第２の光学系の副走査断面内の合成のパワーをφ、前記第２の光学系の副走査断面
内の結像倍率をβ、
　前記第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の屈折光学素子の副走
査断面内のパワー又は回折光学素子の屈折面の合成の副走査断面内のパワーをφri、前記
第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番目の屈折光学素子又は回折光学
素子の材料の屈折率をni、前記第２の光学系を構成する前記偏向手段側から数えて第i番
目の屈折光学素子又は回折光学素子の波長変化に対する屈折率変化率をdni／dλ、前記第
２の光学系を構成する回折光学素子の回折面の副走査断面内の合成のパワーをφdo、前記
第２の光学系の副走査方向の射出側のＦナンバーをFnoとするとき

【数２】

－１．５＜β＜－０．５・・・（４）
なる条件を満足することを特徴としている。
【００２７】
　請求項２の発明は請求項１の発明において、前記第１の光学系は、１枚以上のガラス製
のコリメータレンズを有し、前記コリメータレンズの材料のアッベ数をνとするとき、
２５＜ν＜５５
なる条件を満足することを特徴としている。
【００２８】
　請求項３の発明は請求項１又は２の発明において、前記光源手段は、温度変化に伴う発
振波長の変動である波長温度特性をｄλ/ｄｔとするとき、
0.03（nm/℃）＜ｄλ/ｄｔ＜0.10（nm/℃）
なる条件を満足することを特徴としている。
【００２９】
　請求項４の発明は請求項１乃至３の何れか１項の発明において、前記光源手段は、複数
の発光点を有するマルチビーム光源であることを特徴としている。
【００３０】
　請求項５の発明は請求項１乃至４の何れか１項の発明において、前記第２の光学系は、
前記偏向手段の偏向面の面倒れによる被走査面上でのピッチムラを抑制する面倒れ補正系
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を成しており、前記偏向手段と被走査面との間に前記面倒れ補正系の共役関係のずれを補
正する共役関係補正手段が設けられていることを特徴としている。
【００３１】
　請求項６の発明は請求項５の発明において、前記共役関係補正手段は、前記第２の光学
系から前記被走査面までの間の光路中に配設された折り返しミラーと、前記折り返しミラ
ーを駆動させる駆動機構を有し、前記折り返しミラーを駆動させることにより、前記偏向
手段から前記被走査面に至る光路長を変化させて共役関係を調整することを特徴としてい
る。
【００３２】
　請求項７の発明の画像形成装置は、請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と
、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置で走査された光ビームによって前
記感光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナ
ー像を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着
器とを有することを特徴としている。
【００３３】
　請求項８の発明の画像形成装置は、請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と
、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめ
るプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば短波長レーザー（窒化ガリウム系青紫色半導体レーザー）を用いた光走
査装置において、光学系の各パラメータを適切に設定することにより、環境変動によるピ
ントシフト及び初期のレーザ光源の波長のばらつきやマルチビーム光源の波長差による色
収差起因のピントシフト及びピッチムラを有効に低減することができ、常に良好なる画像
が得られる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置を達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００４１】
　図１(a)は本発明の実施例１の主走査方向の要部断面図(主走査断面図)、図１(b)は本発
明の実施例１の副走査方向の要部断面図(副走査断面図)である。
【００４２】
　ここで、主走査方向とは偏向手段の回転軸及び結像光学系の光軸に垂直な方向（偏向手
段で光束が反射偏向（偏向走査）される方向）を示し、副走査方向とは偏向手段の回転軸
と平行な方向を示す。また主走査断面とは主走査方向に平行で結像光学系の光軸を含む平
面を示す。また副走査断面とは主走査断面と垂直な断面を示す。
【００４３】
　同図において１は光源手段であり、例えば波長λが450ｎｍ以下（本実施例では４０５
ｎｍ）の光束を発振する窒化ガリウム系青紫色半導体レーザー（短波長レーザー）より成
っている。
【００４４】
　３は変換光学素子としてのコリメータレンズであり、光源手段１から発せられた光束を
平行光束又は略平行光束（弱収束光束もしくは弱発散光束）に変換している。尚、コリメ
ータレンズ３は１枚以上、例えば複数枚で構成しても良い。
【００４５】
　７３は後述する結像光学系６の主走査方向の温度補償(ピント補償)を行う温度補償素子
であり、入射面７３aが主走査断面内（主走査方向）に負のパワー（屈折力）を有するシ
リンダ面（シリンドリカル面）より構成されており、出射面７３ｂが平面上に主走査断面
内に正のパワーを有する回折格子９が形成された回折面より構成されている。
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【００４６】
　７２はレンズ系（シリンドリカルレンズ）であり、副走査断面内（副走査方向）にのみ
所定のパワーを有しており、温度補償素子７３を通過した光束を副走査断面内で後述する
光偏向器５の偏向面(反射面)５ａに線像を含むほぼ線像として結像させている。
【００４７】
　尚、レンズ系７２を主、副走査断面内で互いに屈折力が異なるアナモフィック光学系よ
り構成しても良い。
【００４８】
　８３は温度補償素子調整機構であり、温度補償素子７３を図中主走査断面内において矢
印の如く光軸に沿って移動させることにより、被走査面上における主走査方向のピント位
置を調整可能としている。８２はシリンドリカルレンズ調整機構であり、シリンドリカル
レンズ７２を図中主走査断面内において矢印の如く光軸に沿って移動させることにより、
被走査面上における副走査方向のピント位置を調整可能としている。通常、上記の調整機
構８３，８２により各光学素子の製造誤差や組み付け誤差等によるピントシフト(ピント
移動)の初期調整を行っている。
【００４９】
　２は開口絞りであり、通過光束を制限してビーム形状を整形している。
【００５０】
　尚、コリメータレンズ３、温度補償素子７３、シリンドリカルレンズ７２、開口絞り３
等の各要素は第１の光学系としての入射光学系ＬＡの一要素を構成している。
【００５１】
　５は偏向手段としての光偏向器であり、例えば６面構成の回転多面鏡（ポリゴンミラー
）より成っており、モータ等の駆動手段（不図示）により図中矢印Ａ方向に一定速度で回
転している。
【００５２】
　６は集光機能とｆθ特性とを有する第２の光学系としての結像光学系（ｆθレンズ系）
であり、第１、第２の２枚の光学素子（走査レンズ）６１、６２を有し、光偏向器５によ
って反射偏向された画像情報に基づく光束を被走査面としての感光ドラム面７上に結像さ
せ、かつ副走査断面内において光偏向器５の偏向面５ａと感光ドラム面７との間を共役関
係にすることにより、倒れ補正機能（面倒れ補正系）を有している。
【００５３】
　本実施例における第１の光学素子６１（屈折光学素子）、第２の光学素子（回折光学素
子）６２は共に日本ゼオン社製ＺｅｏｎｅｘＥ４８Ｒから成るプラスチック材で形成され
たトーリックレンズより成っている。また第２の光学素子６２は、その入射面(シリンダ
面)６２ａに環境変動による副走査方向のピントシフト（ピント変動）を補償するための
回折面８が形成された回折光学素子より成っている。
【００５４】
　本実施例では、第１の光学素子６１を屈折光学素子、第２の光学素子６２を回折光学素
子と定義する。本実施例では、回折光学素子６２は回折格子８とレンズか一体形成された
プラスチック製のモールドレンズである。
【００５５】
　尚、結像光学系６を同符号で複数の回折光学素子を含ませて構成しても良い。
【００５６】
　７は被走査面としての感光ドラム面である。
【００５７】
　本実施例において画像情報に応じて光源手段１から光変調され出射した発散光束はコリ
メータレンズ３により略平行光束に変換され、温度補償素子７３を介してシリンドリカル
レンズ７２に入射する。シリンドリカルレンズ７２に入射した光束のうち主走査断面内に
おいてはそのままの状態で出射して開口絞り２を通過する（一部遮光される）。また副走
査断面内においては収束して開口絞り２を通過し（一部遮光される）光偏向器５の偏向面
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５ａにほぼ線像（主走査方向に長手の線像）として結像する。そして光偏向器５の偏向面
５ａで反射偏向された光束は第１、第２の光学素子６１、６２を介して感光ドラム面７上
にスポット状に結像され、該光偏向器５を矢印Ａ方向に回転させることによって、該感光
ドラム面７上を矢印Ｂ方向（主走査方向）に等速度で光走査している。これにより記録媒
体としての感光ドラム面７上に画像記録を行なっている。
【００５８】
　ここで、本実施例における光学配置及び面形状を表１に示す。
【００５９】
　第１、第２の光学素子６１，６２の入射面及び出射面の母線形状は、１０次までの関数
として表せる非球面形状により構成している。光学素子と光軸との交点を原点とし、光軸
方向をＸ軸、主走査断面内において光軸と直交する軸をＹ軸としたとき、主走査方向と対
応する母線方向が、
【００６０】
【数２】

【００６１】
　　（但し、Rは母線曲率半径，K，B4，B6，B8，B10は非球面係数）
なる式で表されるものである。
【００６２】
　また副走査方向と対応する子線方向が、
【００６３】

【数３】

【００６４】
なる式で表されるものである。Ｓは母線方向の各々の位置における母線の法線を含み主走
査面と垂直な面内に定義される子線形状である。
【００６５】
　ここで主走査方向に光軸からＹ離れた位置における副走査方向の曲率半径（子線曲率半
径）Rs*が、
【００６６】
【数４】

【００６７】
　　（但し、Rsは光軸上の子線曲率半径，D2，D4，D6，D8，D10は子線変化係数）
なる式で表されるものである。
【００６８】
　また、回折面は主走査方向が１０次まで、副走査方向が主走査方向の位置により異なる
２次の位相関数で表現される以下の式を用いている。
【００６９】
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　φ＝2πｍ/λ{ｂ2 Ｙ2 ＋ｂ4 Ｙ4 ＋ｂ6 Ｙ6 ＋ｂ8 Ｙ8＋ｂ10 Ｙ10

　　　＋（ｄ0 ＋ｄ1 Ｙ＋ｄ2 Ｙ2 ＋ｄ3 Ｙ3 ＋ｄ4 Ｙ4 ＋ｄ5 Ｙ5＋ｄ6 Ｙ6 ）Ｚ2　}
　　ここで、φは位相関数、ｍは回折次数（実施例１、２では＋１次回折光を使用）、
　　λは使用波長（４０５(nm)）、Ｙはレンズ光軸からの高さ、
　　b2,b4,b6,b8,b10、d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6は位相係数である。
【００７０】
　尚、本実施例では面形状を上記数式にて定義したが、本発明の権利の範囲はこれを制限
するものではない。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
　本実施例では、光源手段に波長λ＝４０５ｎｍの光束を発振する短波長レーザーを用い
、走査全域において主走査方向のスポット径を３０μｍ、副走査方向のスポット径を３５
μｍとしている（ここで、スポット径とは、ピーク光量の１／ｅ２でスライスした直径を
表している。）。
【００７３】
　本実施例の結像光学系６は、上記の如く第２の光学素子（回折光学素子）としてのトー
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リックレンズ６２の入射面６２ａをシリンダ面（主走査シリンダ面）とし、そのシリンダ
面上に回折格子８を形成したものであり、主走査方向で倍率色収差の補正を、副走査方向
で環境変動によるピント補償（温度補償）を行っている。
【００７４】
　第１、第２の光学素子６１，６２は前述の如く日本ゼオン社製ＺｅｏｎｅｘＥ４８Ｒか
ら成るプラスチックレンズであるので、昇温時プラスチック材料の屈折率の低下でピント
シフトが発生する。本実施例ではこのピントシフト量を短波長レーザーの波長温度特性（
温度変化に伴う発振波長の変動）により発生する回折光学素子の色収差でキャンセルさせ
るようにしている。
【００７５】
　図２は結像光学系のみで発生する環境変動（Δｔ＝２５℃の昇温）時のピントシフト量
をプロットしたグラフ、図３は装置全系で発生する環境変動（Δｔ＝２５℃の昇温）時の
面倒れによるピッチムラの変化量をプロットしたグラフである。
【００７６】
　上述したように副走査方向には温度補償を行っているため、ピントシフト及び偏向面の
面倒れに起因するピッチムラの悪化は殆ど発生していない。しかしながら図２に示すよう
に主走査方向(dm)は倍率色収差の補正を行うためだけの弱い回折パワーであるため、温度
補償が殆どされていないことが分かる。
【００７７】
　ここで主走査方向にも温度補償するように回折面８のパワーを設定すると、倍率色収差
が超過剰補正となり、特にマルチビーム光源を光源手段とした光走査装置においては、一
方のレーザー光源と他方のレーザー光源の結像倍率（ｆθ特性）がずれてしまう問題点が
発生する。よって主走査方向の温度補償は結像光学系以外の系で行う必要がある。
【００７８】
　そこで本実施例においては、光源手段１から光偏向器５に至る光路中に環境変動による
結像光学系６の主走査方向のピントシフトを補償するための温度補償素子７３を導入して
いる。
【００７９】
　図４はコリメータレンズ３、温度補償素子７３、シリンダーレンズ７２などを含んだ全
系で発生する環境変動（Δｔ＝２５℃の昇温）時のピントシフト量をプロットしたグラフ
である。上述したように温度補償光学素子７３を導入したことにより、主走査方向及び副
走査方向共にピントシフトが殆ど発生していないことが分かる。
【００８０】
　以上説明したように環境変動による結像光学系６の副走査方向のピント補償は該結像光
学系６の第２の光学素子６２の入射面６２ａに形成した回折格子８で補償し、結像光学系
６の主走査方向のピント補償は光源手段１から光偏向器５に至る光路中に配設した温度補
償光学素子７３の出射面７３ｂに形成した回折光学素子９で補償している。また温度補償
光学素子７３自身の昇温による副走査方向のピント補償は、該温度補償光学素子７３に副
走査断面内にもパワーを与えた回折光学素子９で補償している。
【００８１】
　このように本実施例では上記の如く結像光学系６にプラスチックレンズを使用しても環
境変動によるピントシフトが発生しない光学系を構成することができ、且つ本実施例では
プラスチックレンズを使用しているので簡易な構成の光走査装置を達成することができる
。
【００８２】
　また本実施例では温度補償の為に導入した回折面８で発生する色収差を低減するために
下記に示す条件式(1)を、かつ色収差による面倒れ補正の共役関係のずれに起因する面倒
れによるピッチムラを低減するために下記に示す条件式(2)を満たすように光学系の各パ
ラメータを設定している。
【００８３】
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　即ち、本実施例では
【００８４】
【数３】

【００８５】
なる条件を満足させている。
【００８６】
　次に上記の条件式(1)の導出方法について説明する。
【００８７】
　まず条件式(1)の左辺の導出方法について説明する。条件式(1)の左辺は結像光学系で発
生する色収差に比例した量を表しており、左辺第１項は屈折系で発生する色収差に比例し
た量を表しており、左辺第２項は回折面で発生する色収差に比例した量を表している。
【００８８】
　尚、左辺第１項は屈折光学素子が複数枚のときの総和量、また左辺第２項は回折光学素
子が複数枚のときの総和量を各々表している。
【００８９】
　ここで、φriは、結像光学系６を構成する偏向手段側から数えて第ｉ番目の屈折光学素
子の副走査断面内のパワー又は回折光学素子の屈折面の合成の副走査方向のパワーを意味
する。
【００９０】
　例えば、図１において、φr1は、屈折光学素子６１の副走査方向のパワーを示し、φr2
は、回折光学素子６２の屈折面（第１面、第２面）の副走査方向の合成のパワーを示す。
第１面の屈折面のパワーは０である。つまり、平面（曲率半径＝∞）である第１面に回折
格子８が設けられている。
【００９１】
　ここで、ni、dni／dλは、各々、結像光学系６を構成する偏向手段側から数えて第ｉ番
目の屈折光学素子又は回折光学素子の材料の屈折率と、波長変化に対する屈折率変化率を
意味する。
【００９２】
　例えば、図１において、n1は、屈折光学素子６１の屈折率を示し、n2は、回折光学素子
の屈折率を示す。
【００９３】
　第２の光学系の副走査断面内の合成パワーをφ、副走査断面内の横倍率をβとすると、
1℃昇温したことにより副走査断面内のパワーがΔφだけ変化したときの第２の光学系の
副走査方向のピントずれ量（軸上色収差量）Δｓ（mm／℃）は以下のようになる。
【００９４】
【数６】

【００９５】
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　また、Δφ（１／(ｍｍ・℃)は次のように屈折光学系のパワーφiと回折光学素子のパ
ワーφdoに分解して書くことができる。
【００９６】
　Δφ＝ｄφi／ｄｔ＋ｄφdo／ｄｔ
　　　＝φi・（ｄｎi/ｄλ）・（ｄλ/ｄｔ）／（ｎi－１）＋φdo・（ｄλ/ｄｔ）／λ
　　　＝{φi・（ｄｎi/ｄλ）＋φdo／λ}・（ｄλ/ｄｔ）（１／（ｍｍ・℃））・(B)
　ここで、光源に窒化ガリウム系青紫半導体レーザーを使用したとして、ｄλ/ｄｔ＝０
．０４（ｎｍ／℃）を式(B)に代入し、２５℃昇温した場合を想定すると、
　　Δφ・２５＝{φi・（ｄｎi/ｄλ）＋φdo／λ}・０．０４・２５
　　　　　　　＝{φi・（ｄｎi/ｄλ）＋φdo／λ}（１／ｍｍ）　・・・(C)
となる。
【００９７】
　また、２５℃昇温時の被走査面上でのピントズレ量（軸上色収差量）ΔＳは、式(A)、
式(C)から
　ΔS＝－（１／φ2）・{φi・（ｄｎi/ｄλ）＋φdo／λ}・（１－β）
となる。
【００９８】
 次に条件式(1)の右辺の導出方法について説明する。条件式(1)の右辺は結像光学系の焦
点深度に比例した量を表している。
【００９９】
　ここで、結像光学系の主走査方向の射出側のＦナンバーをFno、光源手段から出射した
光束の波長をλ（ｎｍ）とするとき、焦点深度は、Fno２・λ・10－6（ｍｍ）に比例する
。
【０１００】
　最終的には光源手段から出射される光束の波長λを５００ｎｍ以下、光源手段の波長温
度特性（温度変化に伴う発振波長の変動）ｄλ/ｄｔを、
　　　　０．０３（nm/℃）＜ｄλ/ｄｔ＜０．１０（nm/℃）‥‥(3)
なる条件等も考慮して条件式(1)の数値範囲を求めた。この数値範囲を満たすように構成
すれば、回折光学素子で発生する色収差をコリメータレンズなどで発生する色収差で補正
することができる。
【０１０１】
　　次に条件式(2)の導出方法について説明する。
【０１０２】
　第２の光学系のピントズレによる倒れ補正悪化に伴う面倒れによるピッチムラ量Δｐは
ピントズレ量をΔｓ(mm)、第２の光学系の副走査断面内の横倍率をβ（結像倍率β）、光
偏向器の各偏向面の面倒れの相対差をγ（′）としたとき、次式で与えられる。
【０１０３】
　｜Δｐ｜＝｜Δｓ｜・tan(2γ/｜β｜)・・・（D）
　今、画像形成装置の画像解像度が600dpiであるとすると一般に許容できるピッチムラは
5μｍ程度と言われている。軸上色収差によるピッチムラ悪化を1μｍ許容するものとして
、一般的なポリゴンの面倒れ２′を想定すると、（D）式より
　1×10-3(mm)≧|Δｓ(mm)｜・tan{2・2/60/|β｜}
これを｜β｜について解くと
　｜β｜≧1/15/tan-1(1×10-3／｜Δｓ｜)
となる。
【０１０４】
　このようにして副走査倍率βの下限が決まる。また、副走査倍率が大きいほど昇温時の
ピントシフトも大きくなるため、それを補償するためにはその分回折面の合成のパワーを
大きくする必要があり、その結果初期波長のずれやマルチビームの波長差による軸上色収
差が大きくなる事から、第２の光学系の副走査倍率｜β｜は1.5未満が好ましい。
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【０１０５】
　以上のことから条件式（2）を導出した。
【０１０６】
　次に条件式(1)の各パラメータの値を示す。尚、E-Xは10－Xを意味している。
【０１０７】
　　Φ＝0.01594、φ1＝0.00633、ｎ1＝1.54662、ｄｎ1／ｄλ＝－1.67E－4、
　　φdo＝0.00983、β＝-1.03、FNo.＝47.3
上記より、条件式(1)の左辺、右辺のそれぞれの値は、
　　（左辺）＝0.179、（右辺）＝0.444
となる。これは条件式(1)を満足している。
【０１０８】
　条件式(2)は
　0.208＜｜β｜＜1.5
となり条件式(2)を満足している。
【０１０９】
　本実施例ではこのように条件式(1)を満足させることにより、昇温によるピントシフト
を補償するために導入した回折光学素子で発生する色収差と温度補償とのバランスをとり
、レーザー光源の波長のバラツキや環境変動によるレーザー光源の波長変動などが生じて
も常に微小なスポット径を保つことができ、これにより高品位、高画質、安定性の高い光
走査装置を達成している。
【０１１０】
　また条件式(2)を満足させることにより、色収差による面倒れ補正の共役関係のずれに
起因する面倒れによるピッチムラを有効に低減（抑制）することができる。
【０１１１】
　また本実施例においてピッチムラの悪化を有効に低減するためには、結像光学系６の副
走査倍率βが
　　　　－１．５＜β＜－０．５‥‥(4)
なる条件を満足させることが望ましい。
【０１１２】
　尚、本実施例において結像光学系で発生する主走査方向のピントシフトを補正するため
の温度補償素子７３として回折光学素子を選んだ場合、コリメータレンズ３の材料のアッ
ベ数νは小さいことが望ましく、
　　　　２５＜ν＜５５‥‥(5)
の範囲内から硝材を選択するとよい。因みに本実施例で用いるコリメータレンズはＯＨＡ
ＲＡ社製Ｓ－ＬＡＨ６０（ν＝37.16）を使用している。
【０１１３】
　また同様に副走査方向のピントシフトを補正するための温度補償光学素子として回折光
学素子を使用する場合にも、シリンドリカルレンズ７２の材料のアッベ数νが小さいこと
が望ましく、本実施例ではコリメータレンズ３と同様ＯＨＡＲＡ社製Ｓ－ＬＡＨ６０（ν
＝37.16）を使用している。
【０１１４】
　図５は波長差（Δλ＝０．５(nm)）を与えたときの軸上色収差を像高毎にプロットした
グラフであり、図６はその軸上色収差による面倒れ起因のピッチムラの変化量をプロット
したグラフである。
【０１１５】
　図５、図６に示すように主走査方向(dm)及び副走査方向(ds)ともに実用上問題ないレベ
ル（焦点深度内）に抑えることができ、色収差によるピッチムラの悪化も実用上問題ない
レベルである。
【０１１６】
　本実施例においては、所謂偏向面内入射の例であるが本実施例はこれに限らず副走査断
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面内で所定の角度を持って入射光束を光偏向器に入射させる所謂副走査斜入射系において
も有効である。特に副走査斜入射系においては、波長の振れ等による色収差により被走査
面における照射位置が変動が発生する。本実施例を適用することにより波長の振れ等に起
因する照射位置変動を低減することが可能である。
【実施例２】
【０１１７】
　図７は本発明の実施例２の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。
【０１１８】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は面倒れ補正系（第２の光学系）の共役関
係のずれを補正する共役関係補正手段を有することである。その他の構成及び光学的作用
は実施例１と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
【０１１９】
　即ち、これまでも述べたように光源手段として用いている窒化ガリウム系青紫色半導体
レーザーは従来、用いてきた赤外半導体レーザーに比べ非常に環境変動による波長変動が
小さい。そのため環境変動によるプラスチックレンズの材料の屈折率変化によるピントシ
フトと、環境変動によるレーザー光源から発振する光束の波長シフトによる回折光学素子
のピントシフトを相殺させて温度補償を行う系においては、回折光学素子のパワーを大き
くしなければならない。そのため設計波長に対するレーザー光源の光束の初期波長のばら
つきや、マルチビームの波長差等によりピントが大きくシフトし、面倒れ補正系の共役関
係が大きくずれ、ピッチムラが大きく悪化するという弊害があった。
【０１２０】
　前述の実施例１においては、入射光学系ＬＡの光学素子も含めて全系で色収差を補正す
ることによりピントシフトを低減している。しかしながら全系のピントシフト自体は抑え
ることが可能ではあるが、共役関係自体は崩れたままであるため面倒れによるピッチムラ
を改善することは難しい。
【０１２１】
　そこで本実施例においては、面倒れ補正系の共役関係のずれを補正する共役関係補正手
段を有することにより、面倒れ補正系の共役点と被走査面とを一致させてピッチムラの改
善を図っている。
【０１２２】
　ここで共役関係補正手段の構成及び作用について図7を用いて説明する。
【０１２３】
　本実施例における共役関係補正手段は、第1、第2の走査レンズ（面倒れ補正レンズ）20
6,209を有する結像光学系から被走査面212までの間に配設された折り返しミラー210と、
該折り返しミラー210を駆動させる駆動機構213を有しており、該折り返しミラー210を図
中矢印方向に駆動させることにより、光偏向器205から被走査面212に至る光路長を変化さ
せて共役関係を調整している。
【０１２４】
　尚、本実施例においては光路折り返しミラー210をシフトさせることにより光路長を変
動させて共役点が被走査面212に一致するように調整を行っているが、これに限らず、例
えば第1、第2の走査レンズ206,209を光軸方向にシフトさせて行っても良い。
【０１２５】
　何れの場合においても、光路長を変化させることにより共役点を被走査面と一致させて
いる。そのため光路長の変化により主走査方向の倍率がずれることになるが、倍率につい
ては公知の技術である電気補正により補正することが可能であるため問題とはならない。
【０１２６】
　このような調整を行うことにより、波長のばらつきによるものだけでなく、走査レンズ
の精度や、各光学素子の取りつけに起因する共役点ズレを補正することができるため、高
精細な画像に要求されるピッチムラのレベルまで低減させることができる。また更に環境
変動時にも結像光学系の回折光学素子により共役関係が補償されるためピッチムラの悪化
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はなく高精細が画像を得ることができる。
【０１２７】
　尚、各実施例では単一の発光点を有する光源、もしくは単一の光源部を有する光源より
光源手段を構成したが、これに限らず、例えば複数の発光点を有するモノリシックなマル
チビーム光源、もしくは複数の光源部を合成したマルチビーム光源より構成しても良い。
【０１２８】
　また、各実施例では結像光学系６を２枚の光学素子より構成したが、これに限らず、例
えば単一、もしくは３枚以上の光学素子より構成しても良い。
【０１２９】
　［画像形成装置］
　図１５は、本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査方向の要部断面図である。図に
おいて、符号１０４は画像形成装置を示す。この画像形成装置１０４には、パーソナルコ
ンピュータ等の外部機器１１７からコードデータDｃが入力する。このコードデータDｃは
、装置内のプリンタコントローラ１１１によって、画像データ（ドットデータ）Dｉに変
換される。この画像データDｉは、実施例１、２のいずれかに示した構成を有する光走査
ユニット１００に入力される。そして、この光走査ユニット１００からは、画像データD
ｉに応じて変調された光ビーム１０３が出射され、この光ビーム１０３によって感光ドラ
ム１０１の感光面が主走査方向に走査される。
【０１３０】
　静電潜像担持体（感光体）たる感光ドラム１０１は、モータ１１５によって時計廻りに
回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム１０１の感光面が光ビーム１０
３に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム１０１の上方には
、感光ドラム１０１の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ１０２が表面に当接するよう
に設けられている。そして、帯電ローラ１０２によって帯電された感光ドラム１０１の表
面に、前記光走査ユニット１００によって走査される光ビーム１０３が照射されるように
なっている。
【０１３１】
　先に説明したように、光ビーム１０３は、画像データDｉに基づいて変調されており、
この光ビーム１０３を照射することによって感光ドラム１０１の表面に静電潜像を形成せ
しめる。この静電潜像は、上記光ビーム１０３の照射位置よりもさらに感光ドラム１０１
の回転方向の下流側で感光ドラム１０１に当接するように配設された現像器１０７によっ
てトナー像として現像される。
【０１３２】
　現像器１０７によって現像されたトナー像は、感光ドラム１０１の下方で、感光ドラム
１０１に対向するように配設された転写ローラ１０８によって被転写材たる用紙１１２上
に転写される。用紙１１２は感光ドラム１０１の前方（図１５において右側）の用紙カセ
ット１０９内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット１０９端
部には、給紙ローラ１１０が配設されており、用紙カセット１０９内の用紙１１２を搬送
路へ送り込む。
【０１３３】
　以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙１１２はさらに感光ドラム１０１
後方（図１５において左側）の定着器へと搬送される。定着器は内部に定着ヒータ（図示
せず）を有する定着ローラ１１３とこの定着ローラ１１３に圧接するように配設された加
圧ローラ１１４とで構成されており、転写部から搬送されてきた用紙１１２を定着ローラ
１１３と加圧ローラ１１４の圧接部にて加圧しながら加熱することにより用紙１１２上の
未定着トナー像を定着せしめる。更に定着ローラ１１３の後方には排紙ローラ１１６が配
設されており、定着された用紙１１２を画像形成装置の外に排出せしめる。
【０１３４】
　図１５においては図示していないが、プリントコントローラ１１１は、先に説明したデ
ータの変換だけでなく、モータ１１５を始め画像形成装置内の各部や、後述する光走査ユ
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ニット内のポリゴンモータなどの制御を行う。
【０１３５】
　本発明で使用される画像形成装置の記録密度は、特に限定されない。しかし、記録密度
が高くなればなるほど、高画質が求められることを考えると、１２００ｄｐｉ以上の画像
形成装置において本発明の実施例１～２の構成はより効果を発揮する。
【０１３６】
　［カラー画像形成装置］
　図１６は本発明の実施例のカラー画像形成装置の要部概略図である。本実施例は、光走
査装置を４個並べ各々並行して像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタン
デムタイプのカラー画像形成装置である。図１６において、６０はカラー画像形成装置、
１１，１２，１３，１４は各々実施例１、２に示したいずれかの構成を有する光走査装置
、２１，２２，２３，２４は各々像担持体としての感光ドラム、３１，３２，３３，３４
は各々現像器、５１は搬送ベルトである。
【０１３７】
　図１６において、カラー画像形成装置６０には、パーソナルコンピュータ等の外部機器
５２からＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の各色信号が入力する。これらの
色信号は、装置内のプリンタコントローラ５３によって、Ｃ（シアン），Ｍ（マゼンタ）
，Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各画像データ（ドットデータ）に変換される。これ
らの画像データは、それぞれ光走査装置１１，１２，１３，１４に入力される。そして、
これらの光走査装置からは、各画像データに応じて変調された光ビーム４１，４２，４３
，４４が出射され、これらの光ビームによって感光ドラム２１，２２，２３，２４の感光
面が主走査方向に走査される。
【０１３８】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は光走査装置（１１，１２，１３，１４）を４個
並べ、各々がＣ（シアン），Ｍ（マゼンタ），Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各色に
対応し、各々平行して感光ドラム２１，２２，２３，２４面上に画像信号（画像情報）を
記録し、カラー画像を高速に印字するものである。
【０１３９】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は上述の如く４つの光走査装置１１，１２，１３
，１４により各々の画像データに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感
光ドラム２１，２２，２３，２４面上に形成している。その後、記録材に多重転写して１
枚のフルカラー画像を形成している。
【０１４０】
　前記外部機器５２としては、例えばＣＣＤセンサを備えたカラー画像読取装置が用いら
れても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置６０とで、
カラーデジタル複写機が構成される。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の実施例１の走査光学装置の主走査及び副走査断面図
【図２】本発明の実施例１の結像光学系の環境変動時のピント移動量を示すグラフ
【図３】本発明の実施例１の光走査装置全系の環境変動時のピッチムラ変動量を示すグラ
フ
【図４】本発明の実施例１の光走査装置全系の環境変動時のピント移動量を示すグラフ
【図５】本発明の実施例１の光走査装置全系の軸上色収差示すグラフ
【図６】本発明の実施例１の光走査装置全系の軸上色収差に起因するピッチムラ変動量示
すグラフ
【図７】本発明の実施例２の光走査装置の要部副走査断面図
【図８】従来の光走査装置の要部斜視図
【図９】青紫色半導体レーザーを用いた従来の光走査装置の要部断面図
【図１０】赤外レーザーを用いた場合の主走査方向の焦点深度示すグラフ
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【図１１】赤外レーザーを用いた場合の副走査方向の焦点深度示すグラフ
【図１２】青紫色レーザーを用いた場合の主走査方向の焦点深度示すグラフ
【図１３】青紫色レーザーを用いた場合の副走査方向の焦点深度示すグラフ
【図１４】屈折レンズからなる結像光学系の環境変動時のピント移動量示すグラフ
【図１５】画像形成装置の要部断面図
【図１６】カラー画像形成装置の要部断面図
【符号の説明】
【０１４２】
　　　　１　光源手段（短波長レーザー）
　　　　２　開口絞り
　　　　３　光束変換素子（コリメータレンズ）
　　　　７２　シリンドリカルレンズ
　　　　７３　温度補償素子
　　　　５　偏向手段（ポリゴンミラー）
　　　　６　第１の光学系
　　　　６１　第１の光学素子（トーリックレンズ）
　　　　６２　第２の光学素子（複合光学素子）
　　　　７　被走査面（感光ドラム面）
　　　　８　回折面
　　　　９　回折格子
　　　　１１、１２、１３、１４　　光走査装置
　　　　２１、２２、２３、２４　　像担持体（感光ドラム）
　　　　３１、３２、３３、３４　　現像器
　　　　４１、４２、４３、４４　　光ビーム
　　　　５１　　搬送ベルト
　　　　５２　　外部機器
　　　　５３　　プリンタコントローラ
　　　　６０　　カラー画像形成装置
　　　　１００　光走査装置
　　　　１０１　感光ドラム
　　　　１０２　帯電ローラ
　　　　１０３　光ビーム
　　　　１０４　画像形成装置
　　　　１０７　現像装置
　　　　１０８　転写ローラ
　　　　１０９　用紙カセット
　　　　１１０　給紙ローラ
　　　　１１１　プリンタコントローラ
　　　　１１２　転写材（用紙）
　　　　１１３　定着ローラ
　　　　１１４　加圧ローラ
　　　　１１５　モータ
　　　　１１６　排紙ローラ
　　　　１１７　外部機器
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【図１３】
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